　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌設　置┐

　　　　　　　　　　　　　ごみ集積所　　　　　　　　願　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└変　更┘

	受付年月日
	
	処理年月日
	

	市町名
	
	連絡年月日
	

	整理番号
	
	収集開始
	


　　　　　　　　　　　　　　　

蓮田市白岡町衛生組合管理者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　申請者　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　電　話

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　役　職　自治会長・行政区長・衛生委員・班長・その他

　　　　　　　　　　申請地

　　　　　　　　　　

1． ごみ集積所は利用者が責任をもって管理し、集積所及びその付近を清潔にすること。

2． ごみ集積所の土地所有者あるいはその付近の人から苦情等あった場合は、利用者が

責任をもって処理すること。

3． ごみ集積所は交通の支障のない場所に設置すること。

4． ごみの出し方を守ること。

上記の事項を守りますので、下記集積所の（設置・変更）をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1． ごみ集積所（設置・変更）の理由

2． 集積所利用者名

	住　　　　　所
	氏　　名
	住　　　　　所
	氏　　名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　

3． 集積所（設置・変更）場所案内図

	


　

※集積所の土地所有者の同意書は別紙で添付してください。収集開始日は、衛生組合から

申請者に連絡します。

　　　　　　　　　　　　　ごみ集積所設置同意書

申請者

　　　　　　　　　　　　　　　　　様

平成　　年　　月　　日付けで貴殿から要望のあったごみ集積所設置につい

て、利用に同意いたします。

平成　　年　　月　　日

土地所有者　　住　所

　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　印

ごみ集積所設置場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地

　

　　

　

　　　　　　　　　ごみ集積所設置及び変更申請に関する要領書

（目的）

　蓮田市及び白岡町のごみ収集及び処理を円滑に行うため、ごみ集積所の設置及び

変更申請に関する要領書を取りまとめる。

○申請について

１．ごみ集積所設置（変更）願を管理者に申請すること。

２．申請受付窓口は、蓮田市及び白岡町の生活環境課とする。

３．申請にあたっては集積所利用者名を提出すること。

　（原則的に５世帯以上の利用者を必要とする。但し、相応の理由がある場合、管理者

　　が適当と認めた場合はこの限りではない）

４．原則的に、申請する集積所は可燃・不燃ごみ共用であることを基準とする。

　　但し、相応の理由により、管理者が適当と認めた場合は、可燃及び不燃ごみ専用

　　の集積所を設けることができる。

○設置場所について

１．交通の支障のない場所に設置すること。

２．ごみ収集車が容易に進入できる場所であること。

　　（通り抜けができることを原則とする）

３．ごみ収集作業中、作業者の安全が確保できる場所であること。

　　（交差点の近くや信号機の近くを避けること）

４．集積所への不法投棄が安易におこなわれないような場所を選定すること。

　

○維持管理について

１．ごみ集積所は利用者が責任をもって管理し、集積所及びその付近を清潔にするこ

　　と。

２．ごみ集積所の土地所有者あるいはその付近の人から苦情等があった場合は、利用者

　　が責任をもって対処すること。

３．ごみ収集日程表のごみの出し方を遵守すること。

